
第１回 野田市行政改革推進委員会

平成３０年７月２５日（水）

午前１０時から

市役所８階 大会議室

１ 開 会

２ 市長挨拶

３ 委員紹介

４ 会長及び副会長の選出

５ 議 事

（１）行政改革大綱の見直しについて（諮問）

（２）諮問事項細目（案）について

（３）野田市の現況について

（４）行政改革推進委員会スケジュール（案）について

（５）その他

６ 閉 会
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　　　　　　　　野田市行政改革大綱の見直しについて（諮問）

　野田市行政改革推進委員会設置条例第2条に基づき、下記の事項について諮問い

たします。　　　　　　　　　　1

記

1　諮問事項

　野田市行政改革大綱の見直しについて

2　諮問趣旨

　野田市は、野田市行政改革推進委員会の答申をもとに策定した「野田市行政改

革大綱（平成27年4H改訂）」に基づき、財政の健全化や民間活力の有効活用な

　どによる行政改革を強力に進めております。

　　また、平成28年度からスタートした野田市総合計画において、「持続可能な行

財政運営」として、「地方分権が進む中、社会状況の変化や多様化し続けるニーズ

　に的確に対応し、将来にわたって安定的に満足度の高い行政サービスを提供して

いくため、事務事業や組織等の見直し等により、様々な角度から行財政運営の効

率化を進めます。」とされております。

　　このような中、野田市の状況は、超高齢社会の到来等に伴う、社会保障費の急

激な増加や、将来的な生産年齢人口の減少に伴う市税の減少等、多くの課題に直

面しており、今後、持続可能な行政経営を行っていくためにも、更なる行政改革

の実行による財政基盤の強化が必要な状況となっております。

　　さらに、平成32年度から導入される会計年度任用職員制度や、再任用職員の

増加により、これまでの職員定数を改めて考えなければならない等、社会情勢の

変化により現行の行政改革大綱の方針では対応が難しい事務事業が存在し、早急

に、新たな市の方針を定める必要があります。

　つきましては、これらの状況を踏まえっつ、野田市において更なる行政改革を

推進するための指針となる行政改革大綱の見直しをお諮りするものです。



○諮問事項細目（案）について

平成３０年７月２５日開催の第１回野田市行政改革推進委員会におきまして、

委員会に対し、行政改革大綱の見直しについて諮問する予定でございます。

事務局では「別紙 諮問事項細目（案）」のとおり、具体的な取組項目を考え

ておりますが、委員の皆様から具体的な取組項目の追加等についてご意見を伺

いたいと考えております。

会議当日、なるべく多くのご意見をいただきますようお願いいたします。



別紙 諮問事項細目（案）

大項目 中項目 小項目

事務事業の見直し 市民との協働 自治会との協働による行政課題への

対応

社会福祉協議会、社会福祉法人等との

協働による福祉のまちづくり

ＮＰＯ法人及びボランティア団体と

の協働

民間活力の有効

活用

指定管理者制度活用の推進

公共施設の管理及び運営の民間委託

現業部門の業務の民間委託

有効な民間活力活用法の検討

行政サービスの

在り方の検討

公立幼稚園の在り方の検討

外郭団体等の見

直し

公社等外郭団体の運営の合理化

財政運営の健全

化

財政規律の堅持

市税、使用料等の収納率の向上

補助金の在り方の検討

給付サービスの見直し

入札及び契約制度の見直し

使用料等の負担の適正化

情報化の推進 電子自治体への対応及び情報セキュ

リティポリシーの遵守

組織等の見直し 組織機構の見直

し

組織の統廃合と組織体制の整備

附属機関の整理合理化

定員の適正化 効率的な人材活用の推進

適正な職員配置の推進

給与の適正化 各種手当の適正化

時間外勤務の適正化

職員の資質の向

上

職員研修の充実

人事評価制度の活用



公共施設等の適正

な維持管理

ファシリティマ

ネジメント（施

設の長寿命化計

画）の基本方針

の推進

ファシリティマネジメント（施設の長

寿命化計画）の基本方針の推進

民間施設の有効

活用

民間施設の有効活用

公有財産の有効

活用

未利用地の有効活用及び処分

公共物への有料広告の掲出

行政サービスの

広域化

自治体間の連携
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○諮問事項細目 新旧対照表

案 現 行

１ 事務事業の見直し １ 事務事業の見直し

（１）市民との協働 （１）市民との協働

① 自治会との協働による行政課

題への対応

① 自治会との協働による行政課

題への対応

② 社会福祉協議会、社会福祉法人

等との協働による福祉のまち

づくり

② 社会福祉協議会、社会福祉法人

等との協働による福祉のまち

づくり

（削除） ③ キャリアデザインによるまち

づくり

③ ＮＰＯ法人及びボランティア

団体との協働

④ ＮＰＯ法人及びボランティア

団体との協働

（削除） ⑤ 市民参加の推進

（２）民間活力の有効活用 （２）民間活力の有効活用

① 指定管理者制度活用の推進 ① 指定管理者制度活用の推進

② 公共施設の管理及び運営の民

間委託

② 公共施設の管理及び運営の民

間委託

③ 現業部門の業務の民間委託 ③ 現業部門の業務の民間委託

④ 有効な民間活力活用法の検討 ④ 有効な民間活力活用法の検討

（３）行政サービスの在り方の検討 （３）行政サービスの在り方の検討

○ 公立幼稚園の在り方の検討 ○ 公立幼稚園の在り方の検討

（４）外郭団体等の見直し （４）外郭団体等の見直し

○ 公社等外郭団体の運営の合理

化

○ 公社等外郭団体の運営の合理

化

（５）財政運営の健全化 （５）財政運営の健全化

① 財政規律の堅持 ① 財政規律の堅持

② 市税、使用料等の収納率の向上 ② 市税、使用料等の収納率の向上

③ 補助金の在り方の検討 ③ 補助金の在り方の検討

④ 給付サービスの見直し ④ 給付サービスの見直し

⑤ 入札及び契約制度の見直し ⑤ 入札及び契約制度の見直し

⑥ 使用料等の負担の適正化 ⑥ 使用料等の負担の適正化

（削除） ⑦ 行政評価による施策の見直し
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（６）情報化の推進 （６）情報化の推進

① 電子自治体への対応及び情報

セキュリティポリシーの遵守

① 電子自治体への対応及び情報

セキュリティポリシーの遵守

２ 組織等の見直し ２ 組織等の見直し

（１）組織機構の見直し （１）組織機構の見直し

① 組織の統廃合と組織体制の整

備

① 組織の統廃合と組織体制の整

備

② 附属機関の整理合理化 ② 附属機関の整理合理化

（２）定員の適正化 （２）定員の適正化

① 効率的な人材活用の推進 ① 職員削減計画の推進

② 再任用制度の見直し

② 適正な職員配置の推進 ③ 適正な職員配置の推進

④ 臨時職員等の雇用の適正化

（３）給与の適正化 （３）給与の適正化

① 各種手当の適正化 ① 各種手当の適正化

② 時間外勤務の適正化 ② 時間外勤務の適正化

（４）職員の資質の向上 （４）職員の資質の向上

① 職員研修の充実 ① 職員研修の充実

② 人事評価制度の活用 ② 人事評価制度の構築

（削除） ③ 希望降格制度の見直し

３ 公共施設等の適正な維持管理 ３ 公共施設等の適正な維持管理

（１）ファシリティマネジメント（施

設の長寿命化計画）の基本方針

の推進

（１）ファシリティマネジメント（施

設の長寿命化計画）の基本方針

の策定

（２）民間施設の有効活用

（３）公有財産の有効活用 （２）公有財産の有効活用

① 未利用地の有効活用及び処分 ① 未利用地の有効活用及び処分

② 公共物への有料広告の掲出 ② 公共物への有料広告の掲出

（４）行政サービスの広域化

〇 自治体間の連携
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野田市の現況
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Ⅱ 社会環境の変化 ・・・・・・・・・・・・・ Ｐ 5
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Ⅳ 行政改革の取組 ・・・・・・・・・・・・・ Ｐ 13
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Ⅰ 野田市の現況

１ 野田市の概況

Ｈ30.4.1 現在 Ｈ26.4.1 現在 増 減

住基人口 154,348 人 156,124 人 ▲1,776 人

男 77,570 人 78,386 人 ▲816 人

女 76,778 人 77,738 人 ▲960 人

世帯 67,122 世帯 63,956 世帯 3,166 世帯

面積 103.54ｋ㎡ －

就業者数 68,162 人 70,217 人 ▲2,055 人

第１次 1,410 人 1,530 人 ▲120 人

第２次 18,180 人 19,287 人 ▲1,107 人

第３次 48,572 人 49,400 人 ▲828 人

一般会計予算 478 億円 479 億円 ▲1 億円

職員数 1,007 人 1,035 人 ▲28 人

２ 職員数及び行政組織

（1）定数条例と職員数 （人）

市長 議会 選挙 監査 教育 農委 消防 水道 計

職員実数

(H30.4.1)
672 8 4 4 115 5 172 27 1,007

定数条例

(H33.4.1)
646 8 4 4 114 5 172 27 980
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（2）行政組織

（平成 30 年 4 月 1 日現在）

※市史編さん担当3

※工事検査担当2

会 計 管 理 者 7

[関宿中央第二学童保育所]

[関宿学童保育所]

福祉会館（4館）8 七光台会館2

[みずき第二学童保育所]島会館2

[三ヶ尾学童保育所]関宿会館2

木間ケ瀬学童保育所

保育所（10所）32

二ツ塚学童保育所ことば相談室（2室）

[北部学童保育所]人権・男女共同参画推進課12 啓発係3 谷吉会館2

[みずき学童保育所]

児童館（6館）7

[七光台第二学童保育所]学童保育所（31所）

尾崎学童保育所保 育 課 46 管理係7　保育係5

[尾崎第二学童保育所]

児 童 家 庭 部 83 児 童 家 庭 課 24 子育て支援係5　児童給付係6　児童相談係4

七光台学童保育所

こ ぶ し 園 11 谷吉子ども館2 [岩木第二学童保育所]

山崎子ども館1 宮崎学童保育所

七光台子ども館1 [宮崎第二学童保育所]

関宿子ども館1 [宮崎第三学童保育所]

子ども支援室5 川間学童保育所

関宿保健センター4 中央子ども館1 福田学童保育所

急病センター うめさと子ども館1 岩木学童保育所

介 護 保 険 課 29 介護予防係4　介護給付係5　介護認定係8 [清水第三学童保育所]

地域包括支援センター9 [南部学童保育所]

保 健 セ ン タ ー 42 母子保健係18　健康増進係13 東部学童保育所

[清水第二学童保育所]

野田学童保育所

保 健 福 祉 部 142 生 活 支 援 課 24 社会係4　保護一係9　保護二係9 [野田第二学童保育所]
（うち派遣2） 障 が い 者 支 援 課 19 柳沢学童保育所計画係4　障がい者福祉係8　相談支援係6

（うち派遣3） 都 市 整 備 課 11 区画整理係6　鉄道高架係3

梅郷駅西土地区画整理事務所2

愛宕駅周辺地区市街地整備事務所4

次木親野井土地区画整理事務所6

用 地 課 4 用地係3

※下水道事業地方公営企業法適用化支援担当

都 市 部 40 都 市 計 画 課 13 計画係5　開発指導係4　※建築指導担当2

（うち派遣1） 補修事務所11

道 路 建 設 課 10 工務一係4　工務二係4

下 水 道 課 19 管理係7　業務係3　工務係7

市政推進室10

建設 局111 土 木 部 70 管 理 課 35 管理係10　維持係5　河川排水係7

環 境 保 全 課 8 環境保全係3　公害対策係3

清 掃 第 一 課 28 管理係14　収集係12

無料職業紹介所

農 政 課 16 農政係9　土地改良係4

みどりと水のまちづくり課9 公園緑地係3　自然保護係4

市 長 副 市 長 環 境 部 46 清 掃 計 画 課 9 計画係3　ごみ減量係4

市 民 生 活 部 83 市 民 課 32 庶務係3　受付係12　戸籍係3
（うち派遣1） 南出張所4　北出張所4　中央出張所4

行 政 管 理 課 10 事務管理係3　電子計算係2　統計係3

管 財 課 11 管財係5　契約係4

営 繕 課 15

企 画 財 政 部 87 企 画 調 整 課 6 企画係2　調整係2

広 報 広 聴 課 8 広報係4　市民相談係2

財 政 課 8 財政係4　理財係2

課 税 課 32 税務係4　市民税係10　土地係7　家屋係9

関宿事務所4

収 税 課 32 徴収一係4　徴収二係14　収納係8

[花輪保育所]

中根保育所12

[東部保育所]

[南部保育所]

[木間ケ瀬保育所］

防 災 安 全 課 10 防災係4　防犯係4

安全安心ステーション（1施設）

関 宿 支 所 8

高 齢 者 支 援 課 14 高齢者支援係6　いきがい施設係6 [柳沢第二学童保育所]

老人福祉センター

総 務 部 70 総 務 課 15 庶務係4　文書法規係4

人 事 課 15 人事研修係10　給与厚生係3

営繕係9　庁舎管理係2　市営住宅係2

[清水保育所]

山崎学童保育所

[山崎第二学童保育所]

[二川学童保育所]

関宿中央学童保育所

清水学童保育所

中根地域福祉センター

自 然 経 済 推 進 部 33 商 工 観 光 課 7 商工観光係4　労政係2

国 保 年 金 課 23 国保給付係10　保険料係4　後期高齢者医療係4　国民年金係3
市 民 生 活 課 8 コミュニティ係3　交通指導係3

消費生活センター

市民活動支援センター

乳児保育所10

[北部保育所]

[尾崎保育所]

福田保育所10

（うち派遣2）



4

注：※印は、特命担当職

（うち定数外2含む）

総 務 課 4 庶務係2
予 防 課 8 予防係3　危険物係3

農地農政係3

議 会 事 務 局 8 庶務係2　議事調査係4

関宿学校給食センター

指 導 課 12

幼稚園（3園）14
小学校（20校）12

工 務 課 17

関 宿 分 署 38
関宿北出張所10

業 務 課 10

中 央 分 署 22
北 分 署 22
南 分 署 22

警 防 課 6 消防係2　救急救助係2

消 防 署 45 管理係1

[南図書館]

生 涯 学 習 部 61 教 育 総 務 課 9 庶務係4　財務係4

社 会 教 育 課 23 生涯学習振興係4　文化財係4

社 会 体 育 課 6

鈴木貫太郎記念館
勤労青少年ホーム
[文化会館]

公民館（11館）13 中央公民館13

スポーツ推進係2　指導管理係3
青 少 年 課 6 青少年係3

青少年センター1

興 風 図 書 館 15 庶務係2　図書サービス係12

東部小学校1
[宮崎小学校]
[中央小学校]

木間ケ瀬公民館1
二川公民館1

学 校 教 育 部 26 学 校 教 育 課 13 学務係6　保健給食係4
学校給食センター1

振興係2

関宿公民館1
関宿中央公民館2
[野田公民館]
福田公民館1
川間公民館1
北部公民館1
南部梅郷公民館1
東部公民館1

教 育 委 員 会 115

議　　　　　会

選挙管理委員会

監　査　委　員

（ 教 育 長 ）
[北図書館]
[せきやど図書館]

山崎小学校1
[柳沢小学校]
[清水台小学校]
川間小学校1

[関宿中央小学校]
[関宿小学校]
[二川小学校]
木間ケ瀬小学校1
みずき小学校1
二ツ塚小学校1
七光台小学校2
尾崎小学校1
岩木小学校1

福田第二小学校1
福田第一小学校1
[北部小学校]
[南部小学校]

農 業 委 員 会

消防（消防長）174

水道（水道事業管理者）27

庶務係3

[関宿中学校]
[二川中学校]
[木間ケ瀬中学校]
岩名中学校1

関宿中部幼稚園4
関宿南部幼稚園4
野田幼稚園6

消防本部171

川間中学校1

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 4 選挙係3

監 査 委 員 事 務 局 4

農 業 委 員 会 事 務 局 5

中学校（11校）2

[第一中学校]
[第二中学校]
[東部中学校]
[南部中学校]
[北部中学校]
[福田中学校]

0 1,007

消防第一係14　消防第二係13　消防第三係13
通信第一係1　通信第二係1　通信第三係1

消防第一係3　消防第二係3　消防第三係3

庶務係4　財務係3　業務係2
工務係6　給水係5　浄水係5

市長 議会 選挙 監査 教育

[　]書きは、同種施設のうち、指定管理者、業務委託等の施設

建設局長は含む。
上記には、市長、副市長、教育長、水道事業管理者、再任用職員、任期付職員（助産師除く）は含まない。

（うち派遣6）

平成30年4月1日

消防第一係7　消防第二係7　消防第三係7
消防第一係7　消防第二係7　消防第三係7
消防第一係7　消防第二係7　消防第三係7
消防第一係9　消防第二係9　消防第三係9

農委 消防 水道 公平 固評 合計

672 8 4 4 115 5 172 27 0
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Ⅱ 社会環境の変化

１ 少子高齢社会

少子高齢化が進展する中、子育て支援対策、高齢者の保健・医療等、特に福祉分野での

行政需要の量的拡大が見込まれる一方、主たる税負担層である生産年齢人口の減少により、

税収の確保が課題となる。野田市は、近隣市と比較し少子高齢化の進展が早いため、先駆

的な取組が望まれる。

（各年度 4 月 1 日現在）

◆国・県・近隣市の状況 （平成 30 年 4 月 1 日現在）

野田市 国 千葉県 松戸市 柏市 流山市

15 歳未満 12.1％ 12.4％ 12.4％ 11.9％ 13.1％ 15.2％

15～64 歳 58.3％ 60.1％ 61.6％ 62.9％ 61.5％ 61.0％

65 歳以上 29.6％ 27.5％ 26.0％ 25.2％ 25.4％ 23.8％

※ 国及び県は平成 29 年 4 月 1 日現在の値

66.3% 65.5% 65.0% 64.0% 62.6% 61.5% 60.4% 59.5% 58.9% 58.3%

13.3% 13.3% 13.2% 13.1% 13.0% 12.9% 12.7% 12.5% 12.3% 12.1%

20.3% 21.3% 21.8% 22.8% 24.3% 25.6% 26.9% 27.9% 28.8% 29.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

少子高齢化の進行

65歳以上 0歳から14歳 15歳から64歳
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２ 将来人口

（1） 総人口

12、17、22 年の国勢調査を基に野田市の人口推移や、土地区画整理事業による影響

を踏まえて、42 年までの人口推計を行った。

人口推計によると、総人口のピークは、27 年の 155,982 人であり、その後は人口減

少に転じ、42 年には 151,932 人まで減少することが見込まれている。

なお、当人口推計は 27 年度に策定した野田市総合計画から引用しているが、実際の

総人口は 27 年 155,610 人、30 年 154,348 人と、推計よりも低い値で推移している。

（2）年齢別構成

総人口がピークとなる27年の高齢化率は、22年と比較して5.8ポイント増加した。

42 年の高齢化率は、22 年と比較して 11.7 ポイント増加することが見込まれる。

151160 151240

155491 155982 155141
153684

151932

140000

145000

150000

155000

160000

平成12年 17年 22年 27年 32年 37年 42年

単位：人
野田市の将来人口の推移

71.9% 69.3% 64.9%
59.7% 57.3% 57.3% 57.0%

14.1% 13.2% 13.2% 12.6% 11.7% 10.3% 9.4%

14.0% 17.5%
21.9%

27.7% 31.1% 32.4% 33.6%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

平成12年 17年 22年 27年 32年 37年 42年

（％）
年齢３区分別人口（構成比）

15歳から64歳 0歳から14歳 65歳以上
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Ⅲ 野田市の財政状況

１ 歳入

（1） 財政規模及び市税の推移

歳入総額は、23 年度及び 24 年度は、国の補正予算に呼応し、学校耐震化事業等を

前倒し実施したことから、当該事業に係る国の交付金等（その他の歳入）や市債が増

加した。また、26 年度に消費税率が 8 パーセントに引き上げられ、26 年度及び 27 年

度で地方消費税交付金が伸びたため、その他の歳入が増加した。

市税については、収納率の向上に向けた取組を積極的に行い収納率は上昇している

が、調定額の減少に伴い、ほぼ横ばいの状態が続いている。

歳入全体としては、23 年度からほぼ横ばいの状態である。

今後は、市の歳入の根幹となる市税が、生産年齢人口の減少に伴い減少することが

予想され、財政状況は一層厳しさを増すと考えられる。（29 年度は速報値）

227 227 221 220 220 219 220 224 222 224 228 

41 40 51 68 78 79 77 70 64 61 63 25 24 20 20 28 28 23 28 28 34 39 
143 136 162 154 

178 173 180 192 206 201 199 

0

100

200

300

400

500

600

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度25年度 26年度27年度 28年度29年度

（金額：億円）
歳入内訳の推移

市税 地方交付税+臨財債 市債 その他の歳入
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市税の収納率は、26 年度に 91.48％であったため、現行行政改革大綱策定時に93.3%に目

標を設定した。

収納率の実績は、27 年度 91.87％、28 年度 92.96％、29 年度 94.83％と上昇しており、29

年度は目標を達成した。

収納率は、行政改革の取組により、年々上昇し、成果を上げているが、将来的には、生産

年齢の減少に伴い調定額そのものが減少することから、税収減となることが予想される。

227 227 221 220 220 219 220 224 222 224 228 

208 200 233 242 284 281 280 290 297 297 301 

52.1% 53.1%
48.7% 47.6% 43.6% 43.9% 44.0% 43.6% 42.8% 43.0%43.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550

19年度 20年度 21年度22年度23年度24年度25年度26年度 27年度28年度29年度

（金額：億円）
歳入決算額に占める市税の推移

市税決算額 その他の歳入 市税割合

83 85 83 77 75 78 78 78 80 80 81 

23 20 18 
18 18 19 17 20 17 16 17 

98 100 98 102 103 99 100 101 100 102 

106 

10 10 10 11 11 10 10 10 10 11 11 
12 12 

11 12 13 13 14 14 14 15 14 

90.94% 90.81%
90.07% 90.14% 90.15% 90.41% 91.08%

91.48% 91.87%
92.96% 94.83%
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100%
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（金額：億円） 市税の項目別及び収納率の推移

個人市民税 法人市民税 固定資産税

都市計画税 その他 収納率
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２ 歳出

（1） 歳出規模及び性質別歳出内訳の推移

歳出決算規模は増加傾向が続いている。23 年度及び 24 年度は、国の補正予算に呼

応し、学校耐震化事業等を前倒し実施したことから、投資的経費が増加したため、歳

出決算が増加した。26 年度は消費税の引上げに伴う物件費等の増加、臨時福祉給付金

等により歳出決算が増加し、その後も義務的経費の増加により増加傾向が続いている。

（29 年度は速報値）

歳出については、超高齢社会の到来により、社会保障費の更なる増加が予想される

ことから、将来に向けた歳出の抑制策を講じることが必要である。

（2） 歳出決算額に占める義務的経費の割合

増加傾向にある義務的経費のうち、人件費については減少傾向にあるが、特に扶助

費の増加が著しい。（29 年度は速報値）

209 210 212 236 244 240 238 242 240 258 263 

62 55 50 49 61 68 62 65 65 62 69 
151 153 182 161 180 177 179 189 193 189 178 
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（金額：億円）

歳出決算規模と性質別歳出内訳の推移

義務的経費 投資的経費 その他の経費

104 100 95 95 97 92 86 85 84 84 87 
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45 46 48 48 49 50 51 53 50 51 51 
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232 210 
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人件費 扶助費 公債費 その他の経費 義務的経費割合
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（3） 目的別歳出内訳の推移

行政目的ごとの分類である目的別予算で見ると、民生費の増加が著しく、土木費に

ついては、事業の進捗により近年は減少傾向にある。（29 年度は速報値）

50 48 73 49 49 47 43 43 43 45 50 

115 120 
128 155 168 166 172 182 188 198 197 

41 40 
40 38 39 53 39 37 37 37 35 

82 75 
64 66 

72 58 62 62 59 54 56 47 46 
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49 50 51 53 50 51 51 

41 44 
43 42 

61 62 49 
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総務費 民生費 衛生費 土木費 教育費 公債費 その他
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（4） 財政調整基金の推移

財政調整基金については、19年度 10億 7,645 万円の残高が、29年度には、38億 6,910

万円となり、大きく増加している。財政調整基金は、市の標準財政規模の10％が一つ

の目安となり、本市では、29 年度の標準財政規模が 299 億 9,985 万円のため、29 億

9,998 万円が 10％にあたり、29 年度の残高は、標準財政規模の12.9％にあたる。

今後の厳しい財政状況を乗り切るためにも財政調整基金を充実させることは重要で

あることから、更なる充実に努める。
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３ 財政の見通し

（1） 歳入の見通し

歳入の根幹となる市税については、行政改革の取組により、年々収納率は向上して

いるが、少子高齢化の進展による生産年齢人口の減少に伴い調定額そのものが減少す

るので、税収も減少していく見込みである。

また、市税以外の歳入では、譲与税・交付金等における地方消費税交付金は税率引

上げによる増加が見込まれるものの、地方交付税については、普通交付税の合併算定

替（※）の終了に伴う段階的縮減により 31 年度まで減少が続くことや、国の財政状

況によっては、今後、全国の交付税総額が抑制され、地方への配分が減少していく可

能性もある。

今後は、市の歳入の根幹となる市税の減少や、地方交付税の減少も視野に入れて、

財政基盤の構築を検討することが重要である。

（※）合併算定替…合併した市町村に対する財政上の優遇措置の一つで、合併した年

度及びその後 10 年間は、合併しなかったと仮定して旧団体ごと

に算定した普通交付税額の合算額が交付される。その後激変緩和

措置として、５年間で段階的に縮減され、最終的に一本算定（新

団体）の算定額となる。

（2） 歳出の見通し

人件費については、ほぼ横ばいの状況であるが、扶助費については、超高齢社会の

到来により増加傾向にある。歳出全体では 500 億円前後を推移すると予測する。

歳出が約 500 億円となる一方で、歳入の根幹となる市税等が減少することが予測さ

れ、今後、財源確保が極めて難しい状況となり、今後の収支の均衡が大きな課題であ

る。

引き続き、市民サービスの水準を維持していくためには、全ての事務事業を見直し、

より一層の行政改革の取組を行い歳出の抑制を図る必要がある。
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１ これまでの取組

年 度 経 緯 主 な 取 組 内 容

昭和

57 年

・「 行 政 改 革 懇 話

会」設置

・「行政改革の実施

について」策定

（昭和 57 年 12 月）

○事務事業の簡素化、効率化、合理化

○使用料、手数料等受益者負担の適正化

○各種団体等に対する補助金の適正化

昭和

60 年

・「 行 政 改 革 懇 談

会」設置

・「行政改革大綱」

を策定

（昭和 61 年 4 月）

○事業別予算制度の導入

○附属機関の整理統合

○開発協会、開発公社の理事の削減

○技能労務職員の退職者原則不補充

○公民館館長の非常勤特別職化

○初任給を 1 号引下げ

○粗大ごみ等収集業務、し尿処理工場運転管

理一部業務、斎場等の各種施設の管理運営

の委託

平成

8 年

・「行政改革推進委

員会」設置

・「行政改革大綱」

を改訂

（平成 9 年 7 月）

○滞納処分（差押）処理基準の策定及び市税

の夜間休日窓口の開設

○ 普 通 財 産 の 売 却 処 分 に よる 財 産 管 理費 の

経費削減

○使用料等の見直し

○附属機関 33 機関の統廃合

○定員適正化計画の策定

○行政職（二）給料表の導入及び調整手当の

引下げ

○保育所の一部民間委託

平 成

15 年

・「行政改革大綱」

を改訂

（平成 16 年 3 月）

○指定管理者制度の導入

○学童保育所、ごみ・し尿収集業務（一部）、

学校給食調理業務等の民間委託

○公民館等公共施設の無休化、開館時間の延

長

○未利用地の処分

○市税等の収納率の向上

○職員削減計画の推進

○市民課窓口時間の試行的延長の実施

Ⅳ 行政改革の取組
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年 度 経 緯 主 な 取 組 内 容

平 成

21 年

・「行政改革大綱」

を改訂

（平成 21 年 2 月）

○パブリック・コメント手続の本格実施

○審議会等への公募委員の導入

○新設学童保育所（11 施設）の民間委託

○野田市開発協会の経営改善

○市税等の収納率の向上

○遺児手当の廃止

○組織の見直し

○公契約条例の制定

○職員削減計画の推進

○再任用制度の導入

○地域手当支給率の適正化

平 成

26 年

・「行政改革大綱」

を改訂

（平成 27 年 4 月）

○指定管理者制度活用の推進

○市税等の収納率の向上

○補助金のあり方の検討

○ 電 子 自 治 体 へ の 対 応 及 び情 報 セ キ ュリ テ

ィポリシーの遵守

○組織の統廃合と組織体制の整備

○職員削減計画の推進

○ファシリティマネジメント（施設の長寿命

化計画）の基本方針の策定
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２ 行政改革大綱の取組

（1） 現行行政改革大綱の成果

現行行政改革大綱は平成27 年度から平成 32 年度までの 6 年間を計画期間としてお

り、大綱において示された方針に沿って、計画的かつ具体的に行政改革を推進してい

くため、施策の細目及びその具体的な実施時期を実施計画に定めている。

実施計画には、98 件の事業を記載しており、市民参加の推進等をはじめとした 61

件については、計画を実施しており、今年度時点では概ね目標を達成できている。

なお、残りの 37 件については、自治会との協働による行政課題への対応など32 年

度までに引き続き取り組んでいく事項もあり、現時点で目標未達成の施策もある。

◆行政改革大綱の実施計画の進捗状況

計画期間 対象件数 実施済 継続実施

行政改革大綱の

実施計画

27 年度から

29 年度まで
98 件 61 件 37 件

※継続実施には、検討はしたが実施までに至らなかった取組を含む。

◆主な取組状況

細項目 計画内容 取組

結果

取組内容

自 治 会

と の 協

働 に よ

る 行 政

課 題 へ

の対応

・未加入の要因分析及

び対応策の検討・実

施

△ 自治会の加入率については、平成 29 年 6

月 1 日現在で 69.6％で年々減少となってい

る。この要因については「自治会加入のメリ

ットが感じられない」「役員の仕事が負担で

ある」等が主な理由として挙げられ、この対

策として自治会連合会において平成 28 年度

に作成した「自治会活動運営マニュアル」の

配布と活用方法の説明を平成 29 年度の自治

会連合会総会において実施した。

また、平成 27 年度に市と自治会連合会の

共同で作成した「自治会加入促進リーフレッ

ト」を各自治会で活用いただくとともに、引

き続き市民課窓口等で転入者に対して配布

することで、自治会への加入促進を図った。

市 民 参

加 の 推

進

・各審議会等において

公募委員枠の拡大を

順次実施

○ 行政改革推進委員会をはじめ、13 の審議会

等に審議会において、公募委員を 1 名から 2

名に拡充し、募集を実施した。

指 定 管

理 者 制

度 活 用

の推進

・こだま学園

・あさひ育成園

・東部保育所

・文化会館

○ 以下の年度及び施設に、指定管理者制度を

導入済。

平成 27 年度 こだま学園、あさひ育成園

平成 28 年度 東部保育所、文化会館
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細項目 計画内容 取組

結果

取組内容

現 業 部

門 の 業

務 の 民

間委託

・退職不補充による民

間委託を順次行い、

新清掃工場の稼働に

合わせて対応

○ 清掃工場管理部門の職員の退職不補充に

よる民間委託について、収集区域 10 コース

の内６コースが委託となった。

30 年度から、し尿収集の全面委託に伴い、

清掃第二課は清掃第一課に統合 した。

公 立 幼

稚 園 の

在 り 方

の検討

・市内私立幼稚園が新

制度に移行する場合

の保育料の設定及び

私立幼稚園就園奨励

費補助金の見直し

・私立幼稚園との整合

を図るため、公立幼

稚園保育料の値上げ

及び一元化

・関宿地区の幼稚園の

供給過多に対応する

ため、関宿中部幼稚

園と関宿南部幼稚園

の統合又は関宿南部

幼稚園の休園の検討

△ 公立幼稚園の保育料及び私立幼稚園就園

奨励費補助金については、国の幼児教育無償

化の制度設計が未定であったことから、当面

は現状を維持することとし、見直しには至ら

なかった。

併せて関宿地区の公立幼稚園の統合、休園

についても検討を行った。

市税・国

民 健 康

保険税

・市税の収納率目標

93.3％

・国民健康保険税の収

納率目標 70.0％

○ 平成 29 年度は徴収職員の担当受持方法を

従来の地区別から滞納金額別に一新すると

ともに、市税等納税推進員（一般職の非常勤

職員）を雇用し、徴税吏員の身分を有さずと

も行える業務を推進員に担わせることで、徴

収職員が効率的かつ合理的に滞納処分に特

化できる体制を整えた。

29 年度実績 市税 94.83％

国保税 73.23％
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細項目 計画内容 取組

結果

取組内容

補 助 金

の 在 り

方 の 検

討

・補助金交付の根拠例

規等の整備促進

・補助金削減ルールの

見直し

○ 市の補助金への依存率（補助金／（歳入総

額－繰越金））が 50％以上の団体については

個別の補助金交付規則等、補助金依存率が

50％以下の団体については平成 27 年度に野

田市補助金等交付規則を改正して、平成 28

年 4 月 1日から事業費補助金及び運営費補助

金のいずれも不用額に対し精算、返納等を行

うこととした。

平成 30 年度予算編成要領においても、平

成 28 年度予算編成から実施している市の補

助金への依存率 50％以上かつ繰越率（翌年度

繰越金／当年度歳入総額）15％超の団体等に

対する削減ルールを継続した。

組 織 の

統 廃 合

と 組 織

体 制 の

整備

・行政需要の変化に対

応するため、随時見

直しを実施

○ 平成 27 年度実施

・民生経済部を市民生活部と自然経済推進部

に分割

・市民生活課を市民生活課と防災安全課に分

割

・建築指導課を廃止し、建築確認申請業務は

都市計画課へ、市営住宅及び営繕業務は総

務部に設置した営繕課に移管

・社会福祉課を生活支援課と障がい者支援課

に分割

・高齢者福祉課を高齢者支援課と介護保険課

に分割

・あさひセンターの組織を廃止(指定管理者

制度を導入)

・男女共同参画課と人権施策推進課を人権・

男女共同参画推進課に統合

・子ども支援室を設置

平成 28 年度実施

・文化センターの組織を廃止(指定管理者制

度を導入)

・教育総務課耐震改修係を廃止

平成 29 年度実施

・市政推進室を新設

平成 30 年度実施

・清掃第一課と清掃第二課を清掃第一課に

統合
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細項目 計画内容 取組

結果

取組内容

職 員 削

減 計 画

の推進

平成27年度当初目標職

員数

1,024 人

(削減数▲10 人)

平成28年度当初目標職

員数

1,024 人

(削減数±0 人)

平成29年度当初目標職

員数

1,021 人

(削減数▲3 人)

○ 平成 27 年度当初職員数 1,021 人

・目標職員数 1,024 人に対し▲3 人

平成 28 年度当初職員数 1,016 人

・目標職員数 1,024 人に対し▲8 人

平成 29 年度当初職員数 1,015 人

・目標職員数 1,021 人に対し▲6 人
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（2） 行政改革の財政効果

実施計画では、27 年度から 29 年度までの 3 年間で 12 億 4,926 万円の財政効果を見

込んでいる。28 年度決算までの財政効果の累計は、9 億 5,813 万円であり、29 年度の

財政効果 14 億 2,465 万円を加えると、23 億 8,278 万円となり、約 11 億 3,352 万円目

標額を上回る。

年度 単年度 累 計

27 年度 2 億 3,036 万円 2 億 3,036 万円

28 年度 7 億 2,777 万円 9 億 5,813 万円

29 年度 14 億 2,465 万円 23 億 8,278 万円

なお、前行革大綱を含めた 16 年度から 29 年度の財政効果は、306 億円を見込んで

おり、最も成果のあった職員削減では、201 億 2,670 万円となっている。

（単位：千円）

項 目 財政効果額

市民との協働 3,974

民間活力の有効活用 ▲5,194,878

行政サービスの在り方 ▲1,409,887

外郭団体等の見直し ▲256,811

公有財産の有効活用 ▲265,365

財源の拡充強化 ▲3,512,272

財政運営の健全化 ▲560,540

情報化の推進 ▲42,258

組織の見直し 0

定員の適正化（職員削減） ▲20,126,700

定員の適正化（職員削減以外）及び勤務体制の見直し ▲237,594

給与の適正化 ▲3,005,764

勤務体制の見直し 18,445

職員の資質の向上 0

ダブルカウント分 3,939,300

合 計 ▲30,650,350
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行政改革推進委員会スケジュール（案）

行政改革推進委員会は、諮問及び審議で 9回、パブリック・コメント手続後の答申 1回

の全 10回の開催を予定している。

なお、第 2回は、8月 28日（火）13時から 2階 中1,2会議室で開催予定

審議会 開催日時 審議内容

第1回 7月 25日（水）

10時～

8階 大会議室

○ 会長、副会長の選出

○ 行政改革大綱の見直しについて（諮問）

○ 諮問事項細目（案）について

○ 野田市の現況について

○ 行政改革推進委員会スケジュール（案）について

第2回 8月 28日（火）

13時～

2階 中 1,2会議室

〇 行政改革大綱の基本方針について

○ 市民との協働

・自治会との協働による行政課題への対応

・社会福祉協議会、社会福祉法人等との協働による福

祉のまちづくり

・ＮＰＯ法人及びボランティア団体との協働

○ 外郭団体等の見直し

・公社等外郭団体の運営の合理化

第3回 10月 5日(金)

時間未定

8階 大会議室

○ 財政運営の健全化

・財政規律の堅持

・市税、使用料等の収納率の向上

・補助金の在り方の検討

・給付サービスの見直し

・入札及び契約制度の見直し

・使用料等の負担の適正化

○ 情報化の推進

・電子自治体への対応及び情報セキュリティポリシー

の遵守

第4回 10月 17日(水)

14時～

8階 大会議室

〇 ファシリティマネジメント（施設の長寿命化計画）の

基本方針の推進

〇 民間施設の有効活用

〇 公有財産の有効活用

・未利用地の有効活用及び処分

・公共物への有料広告の掲出
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審議会 開催日時 審議内容

第5回 11月 6日(火)

10時～

8階 大会議室

○ 組織機構の見直し

・組織の統廃合と組織体制の整備

・附属機関の整理合理化

〇 定員の適正化

・効率的な人材活用の推進

・適正な職員配置の推進

〇 民間活力の有効活用

・指定管理者制度活用の推進

・公共施設の管理及び運営の民間委託

・現業部門の業務の民間委託

・有効な民間活力活用法の検討

第6回 11月 28日（水）

10時～

8階 大会議室

○ 行政サービスの広域化

・自治体間の連携

○ パブリック・コメント手続①の実施について

パブリック・コメント手続①の実施

12月中旬～1月中旬

第7回 1月 7日(月)

14時～

8階 大会議室

〇 行政サービスの在り方の検討

・公立幼稚園の在り方の検討

○ 給与の適正化

・各種手当の適正化

・時間外勤務の適正化

○ 職員の資質の向上

・職員研修の充実

・人事評価制度の活用

第8回 1月 29日(火)

14時～

8階 大会議室

○ パブリック・コメント手続②の実施について

○ 一般財団法人野田市開発協会の経営状況の評価及び

検討について

〇 一般財団法人野田市開発協会に係る経営健全化方針

の策定について

○ 教育委員会に属する事務の管理並びに執行管理の点

検及び評価について

パブリック・コメント手続②の実施

2月上旬～3月上旬

第9回 2月 15日（金）

14時～

8階 大会議室

〇 パブリック・コメント手続①の結果について

第10回 3月 26日(火)

14時～

8階 大会議室

○ パブリック・コメント手続②の結果について

○ 行政改革大綱の見直しについて（答申）
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